
第１表  総 括 表

医療職 医療職 医療職 高校等 中小校 学    校 特 定
（一） （二） （三） 教育職 教育職 栄養職員 任期付職員

  
3,675 人 2,732 174 31 76 18 2,110 3,835 － 2 12,653

 職 男 
71.9 ％ 90.4 84.9 77.5 45.0 14.2 60.8 45.8 － 100.0 61.6

  
1,435 人 290 31 9 93 109 1,360 4,543 1 － 7,871

 員 女 
28.1 ％ 9.6 15.1 22.5 55.0 85.8 39.2 54.2 100.0 － 38.4

 
5,110 人 3,022 205 40 169 127 3,470 8,378 1 2 20,524

 数 計 
100.0 ％ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
3,490 人 1,840 200 40 137 52 3,365 7,986 1 2 17,113

 学 大学
68.3 ％ 60.9 97.6 100.0 81.1 40.9 97.0 95.3 100.0 100.0 83.4

  
437 人 156 5 － 32 74 69 392 － － 1,165

 歴 短大
8.5 ％ 5.1 2.4 － 18.9 58.3 2.0 4.7 － － 5.7

  
1,175 人 1,024 － － － 1 36 － － － 2,236

 構 高校
23.0 ％ 33.9 － － － 0.8 1.0 － － － 10.9

  
8 人 2 － － － － － － － － 10

 成 中学
0.2 ％ 0.1 － － － － － － － － 0.0

44.2 歳 38.3 42.5 43.6 41.7 44.1 45.6 42.9 43.0 51.5 43.0

22.7 年 17.2 19.5 18.8 18.5 20.1 22.8 20.4 21.0 － 20.9

2.1 人 2.2 2.2 2.0 1.8 1.9 2.0 1.9 － － 2.0

給料 347,902 円 328,139 376,830 450,730 351,378 342,808 395,582 368,980 364,500 545,000 362,164

扶養

手当
10,439 円 12,325 12,254 9,850 6,166 5,157 9,543 7,088 － － 9,145

地域

手当
16,804 円 15,510 17,735 79,033 16,351 15,866 18,371 17,208 16,402 24,525 17,165

管理
職

手当
8,415 円 2,601 5,042 33,375 5,824 4,610 2,977 6,348 － － 5,765

その

他
5,373 円 8,302 8,806 318,640 11,427 4,586 6,062 5,348 － － 6,600

計 388,933 円 366,877 420,667 891,628 391,146 373,027 432,535 404,972 380,902 569,525 400,839

(注) １ 再任用職員は含まない。（第２表から第４表まで、第７表から第10表まで及び第24表において同じ。）

２ 企業庁職員、病院事業庁職員及び現業職員は含まない。

３ 計欄の平均経験年数には、特定任期付職員は含まれていない。（第４表及び第24表において同じ。）

４ 特定任期付職員給料表とは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第４条第１項に定める給料表をいう。（以下の表において同じ。）

５ 給料には次の額を含む。（第３表、第４表及び第24表において同じ。）

  ・職員の給与に関する条例附則第24項から第26項まで及び公立学校職員の給与に関する条例附則第16項から第18項までの規定による給料の額

・職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成27年三重県条例第６号）附則第４項から第６項まで及び公立学校職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例（平成27年三重県条例第28号）附則第３項から第５項までの規定による給料の額

・給料の調整額

・教職調整額

６ その他は、住居手当、単身赴任手当等である。（第３表において同じ。）
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